
埼玉県ミニバスケットボール連盟

【公認コーチ規程】

1. 埼玉県ミニバスケットボール連盟主催大会のコーチ登録を行うには、財団法人日本バスケットボール協会

2,

3.

 

4. 必要ライセンスは、以下の通りとする。

埼玉県ミニバスケットボール連盟主催・共催大会 ：

共催とは、後援大会を含む

：

：

5.

も公式扱いとします。

6. 当日引率している者が、当該地区責任者・地区競技委員長・会場責任者に理由説明を行い

ゲームは代理の者が指揮をとって下さい。

※地区責任者（または地区競技委員長）は、理事長・県競技委員長へ当日に報告をすること。

　

7. 当該事由が発生したその日を起算日として７日以内に、地区責任者宛に「公認コーチ不在報告書」を提出して下さい。

報告書は、チーム代表者が記入し試合終了後、遅延することなく報告すること。

8. 大会当日に登録証を忘れた場合は、会場責任者に了承を得て、通常通りゲームを行って下さい。

【特例措置】

1.

ただし、取得予定者を登録し、当該年度内に必ず取得して下さい。

2. 公認コーチ養成講習会受講中の者は、公認コーチと同様に大会参加を認めます。

規定の受講期間内に必ず取得して下さい。

なお、「受講中」とは、公認コーチ養成講習会に受講申し込みを行い受理されている状態のことです。

3.

①　新規加盟特例

大会当日について

1. 試合前に、対戦チーム、会場責任者でコーチ登録証にて本人確認、有効期限の確認をお願いします。

注意事項・その他

1. 埼玉県ミニバスケットボール連盟所属のコーチは、公認コーチ制度の趣旨に則り、資格取得に努めて

下さい。

2. 【公認コーチ規程】に記載している大会以外については、各大会要項に従って下さい。

3. 本規程は、年度毎に変更する可能性がございます。特にプレイヤーを指導・指揮するコーチは公認コーチ

ライセンスを取得して下さい。

4. 公認コーチ不在について、正当な理由がない場合や繰り返し行われた場合は、理事長より指導致します。

また、特に問題がある場合は、処分の対象となりますことをご承知おき下さい。

5.

お願いします。

平成29年9月1日

平成29年度　JBA公認コーチ登録規程

(登録関係)

(以下、JBA)公認コーチの登録を必要とします。

(大会参加)

埼玉県ミニバスケットボール連盟主催(共催)大会では、公認コーチがゲームの指揮をとること。

　　※ゲームの指揮をとるコーチ・・・ミニバスケットボール競技規則第14条に掲げるコーチを表します。

公認コーチはゲーム中、JBAより支給される登録証を掲げて下さい。

※対象は、ベンチ入りする指導者且つJBA公認コーチを所有している者

(必要ライセンス)

E-2級以上

ブロック(関東)主催大会 E-1級以上

JBA・日本ミニバスケットボール連盟主催大会 D級以上

(公認コーチ不在時の対応)

公認コーチ不在の場合でも、(理由の如何にかかわらず)、ゲームは通常通り実施し、試合結果

当該チーム　→　所属地区責任者(地区競技委員長)　→　理事長(県競技委員長)

(登録証忘れ)

※携帯電話等でTeamJBAにログインして、会場責任者に提示して下さい。

(新規加盟チームの特例)

新規に加盟するチーム(初年度のみ)については、公認コーチ不在でも大会参加を認めます。

(養成講習会受講中の特例)

(上記特例者の登録方法)

上記特例により大会参加する者(取得予定者)はID欄に以下の何れかを記載します。

②　養成講習受講中(○級)

登録証については、D級以上はJBAよりネックホルダー及び登録証が郵送されます。

E-1級、E-2級はネックホルダーのみ郵送され、登録証については、「TeamJBA」より各自印刷を
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